
第5次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画（案）へのご意見と市の考え方

意見
番号

大項目 中項目 小項目 頁 意見内容 市の考え方

1

第３章
計画の内容

基本課題Ⅰ－
１
政策方針決定
過程への男女
共同参画の推
進

⑴政策方針決
定過程への女
性の参画 19

46

数値目標の表
各種審議会等への女性の参画率の目標数値が４０％とされているにも
かかわらず次の項目で女性の参画がゼロの審議会等の数の数値目標が
０とされている。女性の参画がゼロの審議会等の項目は必要ないので
はないか。

　各種審議会等への女性の参画率については、全体で４０％に引き上
げていくことと、女性委員のいない審議会を０にするという２つを実
現することが、より広く政策方針決定過程への女性の参画を促すこと
になるため、必要な数値目標であると考えております。

2

第３章
計画の内容

基本課題Ⅰ－
３
地域における
男女共同参画
の推進

⑵人材の育成
と参画の推進

24

46

数値目標の表
自治協会役員への女性の参画率の数値目標が１０％とされているが、
現状（９．５％）と同じである。少なくとも３０％程度とすべきでは
ないか。
（自治協会は地区団体の中心的存在、積極的な推進が必要ではない
か。）

　自治協会は各地区で選出される地縁団体であり、ご意見のとおり地
区の中心的存在であり男女共同参画を推進するには重要な団体であり
ます。 そこで、現状から各地区1～２人ずつ女性委員を増やした場合
の参画率を目標値とすることとし、以下の下線部のとおり数値目標を
変更します。
　自治協会役員の女性の参画率を上げていくという機運の醸成を図る
ため、男女共同参画の講演会や地域への出前講座などの啓発事業を積
極的に推進していきます。

　Ｐ２４・４６　自治協会役員への女性の参画率の数値目標　１５％

3

第３章
計画の内容

基本課題Ⅰ－
３
地域における
男女共同参画
の推進

⑵人材の育成
と参画の推進

24

46

数値目標の表
女性消防団員数の数値目標が２０人とされているが、必要であれば各
地区消防団へ２人以上配置とすべきではないか。（多くの消防団への
配置が大切ではないか）

　女性消防団員については、火災予防広報活動や救急手当の普及啓発
活動等を行う消防団本部女性部と、災害現場で活動する女性消防団員
がいます。現在、女性消防団員活躍のためのガイドラインを作成し、
女性が活躍できる環境づくりに努めています。さらに、「出雲市消防
団改革推進委員会」において、女性消防団員の拡充について方策を検
討していきます。新たな活躍の場を設ける組織編成が明らかになった
うえで、女性消防団員の増員を進めてまいります。そのため当面２０
人としておきます。

4

第３章
計画の内容

基本課題Ⅱ－
４
生涯を通じた
健康づくりの
推進

⑴生涯を通じ
た健康づくり
の推進

41

　中高年期における健康づくりについては、女性だけでなく男性も含
めて記載すべきではないか。（女性だけについての項目ではないので
は）

　中高年期における健康づくりについては、いただいた意見を踏ま
え、以下の下線のとおり追記・変更します。

○ライフステージに応じた健康づくりの啓発と相談体制の充実、各種
健診の受診拡大やがん検診体制の充実・受診促進に努めます。
○生活習慣病（がん、心疾患、糖尿病、脳卒中）予防や重症化予防の
推進のための健康教育、健康相談の充実を図ります。

5

全般 行政としての計画ではあるが、民間企業の経営陣（取締役や理事）、
商工会議所や商工会、農協や漁協の理事等についても、女性の積極的
な登用を促す内容をどこかに記載すべきではないか。

　民間企業、商工会議所、商工会、及び農協や漁協等の関係団体がと
もに男女共同参画や女性活躍推進を進めていただくことが重要である
と考えており、Ｐ１９の「基本課題Ⅰ－１政策方針決定過程への男女
共同参画の推進　⑴政策方針決定過程への女性の参画　２市及び市の
関係団体等における女性参画の促進」において「各種会議、団体にお
いても女性の参画促進について働きかけを行います。」としておりま
す。
　Ｐ２８にあります女性の活躍推進についても、男性中心型労働慣行
の見直しとして、企業・団体の経営者への長時間労働の削減や働き方
改革に向けた広報啓発活動の推進を進めることとしており、市と共に
男女共同参画社会の実現に関わっていただけるよう積極的に支援して
いきたいと考えています。


